
令和２年６月２４日 

 

一般社団法人 京都府保育協会 京都府民間保育園協会 御中 

 

芦屋市こども・健康部子育て推進課 

 

 

芦屋市立打出保育所及び芦屋市立大東保育所 

移管先事業者の募集について（概要） 

 

 

日ごろは本市の子育て行政にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて，芦屋市では，芦屋市立打出保育所及び芦屋市立大東保育所の移管先事業者を募集します。 

つきましては，近隣地域の保育事業者団体の皆様に周知をさせていただきます。 

 

１ 移管対象施設 

(1) 芦屋市立打出保育所 

  ア 所在地 芦屋市宮川町４－１０（住居表示） 

        芦屋市宮川町１１番及び１２番１（地番） 

  イ 定員 ９０名 

児童の年齢別定員数（人） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

― １０ ２０ ２０ ２０ ２０ ９０ 

  ウ 既存建物概要 

竣工年 構造 延床面積 敷地面積 

昭和５７年 鉄筋コンクリート造２階建 ６６６．４２㎡ １，４８４．８２㎡ 

 

(2) 芦屋市立大東保育所 

  ア 所在地 芦屋市新浜町８－１（住居表示） 

        芦屋市新浜町１番４（地番） 

  イ 定員 ６０名 

児童の年齢別定員数（人） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

― ５ １０ １５ １５ １５ ６０ 

  ウ 既存建物概要 

竣工年 構造 延床面積 敷地面積 

昭和６３年 鉄筋コンクリート造平屋建 ５２６．３３㎡ ２，１９５．０４㎡ 

 

２ 応募資格 

次に掲げる条件を応募時点ですべて満たしている社会福祉法人とする。 

 (1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する「保育所」の認可及び確認を希望し

ていること。 

 (2) 児童福祉法に規定する「保育所」若しくは就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的



な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）に

規定する「幼保連携型認定こども園」の認可又は「保育所型認定こども園」の認定を受けた

施設を現に運営し，その施設のうち１以上の施設について下表を満たす期間が募集開始日時

点で通算５年以上あること。 

運営期間に参入できる条件 

 児童福祉法に規定する「保育所」若しくは認定こども園法に規定する「幼保連携型認

定こども園」の認可又は「保育所型認定こども園」の認定を受け，１歳から５歳までの

定員を設定した状態（０歳の定員設定の有無は問わない）で運営している期間とする。 

 

３ 申込み 

 令和２年６月２２日公募開始（令和２年８月２６日（水）受付締切） 

 ※応募には事前登録が必要です。 

 

４ その他 

  詳細は別添「令和２年度芦屋市立打出保育所及び芦屋市立大東保育所移管先事業者募集要項」

及び芦屋市ホームページをご覧ください。 

  ※ホームページへは，下記のＱＲコードからもアクセスいただけます。 

芦屋市こども・健康部子育て推進課施設整備係 

担当：桝井・藤田 

TEL：0797-38-2180（直通） 

FAX：0797-38-2190 

e-mail:kodomoseisaku@city.ashiya.lg.jp 

 

 


